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2005. 11. 30 国立国会図書館

目録情報と個人情報について

一個人名標目の運用方針ー

個人情報保護への対応の重要性は、図書館サービスにおいても強く認識されているところである。

このたび、当館では、目録情報を個人情報保護の観点から再点検し、取扱い方針をとりまとめ、平

成 17年 10月以降に目録作業を行う資料に対して適用を開始した。この方針は「目録情報と個人情

報についてj として、当館ホームページ上（http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/personal.h回il)

で公開している。

ここでは、個人名標目の付記事項を中心に、運用方針および記録方法の変更点を説明する。

1.個人名標目の根拠について

個人名の標目形（名称や読み、付記事項）は、原則として公刊された出版物に掲載されている形

から採用する。

公刊された出版物には、その個人が著述等を行った出版物のほか、公刊された辞書等の参考図書

を含む。また、インターネット上の情報についても、官公庁や図書館が提供するデータベース等の

情報に限定して採取する場合がある。

2.個人名標目の付記事項について

(1）生年の付記について

識別にあたっての客観性が高いこと、また、日本の標準的な書昔、データとして、諸外国の目録
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且

規則および書誌データとの国際的な整合性が求められることから、従来どおり生年 （判明した場合

は生没年）を付記事項として採用する。

従来は同名異人を区別する必要がない場合でも生年の付記を行ってきたが閥、今後、新しく典

拠レコードを作成する標目については、同名異人の標目が存在する場合にだけ付記事項とする。た

だし、没年が判明した場合には、同名異人の標目が存在しない場合でも生没年を付記事項とする。

また、 1.で述べたとおり、生没年の採取は公刊された出版物から行うこととし、今後、個人や出

版者への問い合わせは原則として行わない。

なお、伝統的に継承される人名に対しては、付記事項として世系（何世、何代田等）を採用する。

(2）生年以外の付記事項について

同名異人が存在するにもかかわらず、公刊された出版物から生年が採取できない場合、あるいは

生年だけでは同名異人の区別ができない場合には、職業・専攻等を付記事項として採用する。ただ

し、その場合、基本的に公刊された出版物に記載され、継続的に使用することが可能と判断される

語を採用することとする。

(3）暫定的な付記事項の採用について

生年が付記事項左して採用できず、職業・専攻等も付記することが難しい場合は、代替策として、

その著者等について最初に標目を作成する出版物の「出版年Jを付記する。 rpub.J に続けて 4桁

の西暦年を表記することとし、 2005年の出版物によって標目を作成するのであれば、付記事項は

以下の形になる。

例： pub.2005

なお、出版年の付記は暫定的な措置とし、公刊された出版物から生年や職業・専攻等が判明した

場合には、その時点で付記事項を訂正する。

3. 既存データの訂正について

すでに使用している標目および典拠ファイノレのデータについては、今回の変更による訂正を行わ

ない。

ただし、標目について本人から訂正等の申し入れがあった場合には、基本的にこれに応じること

とする。

（書誌調整課）

（注）『全図書誌通信~ No.113 (2002.11.15) p .6を参照。
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国立国会図書館『日本目録規則 1987年版改訂2版第2章図書』

和図書適用細則について

当館では、和図書の書誌データ作成に際して適用細貝ljを定めている。この適用細則は『「日本目

録規則 1987年版改訂版J和図書適用細則』（『全国書誌通信』 No.103 : 1999. 3. 31）を引き継ぐも

のであり、主な変更点は次の3点である。

①加除式資料については、［日本目録規則 1987年版改訂2版 第13章j の改訂案（平成16年 5月

14日公開）およびその後の改訂動向に則したものとした。②責任表示で、 4以上の個人名および

団体名を、省略せずすべて記録することとした（内容細目を除く）。③各巻タイトノレの定義を明確

にした。

これらについて修正を行い、平成 17年 4月 1日から適用を開始した。その後、平成 17年8月

10日に 「日本目録規則 1987年版改訂 2版 追加および修正j が刊行されたことにともない、こ

の適用細則もその内容に則して改訂した。以下はその概要と全文である。

＜概要＞

1.適用範囲

この適用細貝リは，「日本目録規則 1987年版改訂 2版J（以下 「NCR2RJ）の「第 I部 記述」

および「日本目録規則 1987年版改訂2版追加および修正J（以下rNCR2R2005J）のうち，「第

2章 図書」の部分を扱う。ただし，条項全体が和古書・漢籍のみに対する規定である場合お

よび条項中に和古書 ・漢籍のみに対する規定がある場合，当該条項，当該規定は除外する。

また， rNCR2R2005 第13章継続資料jのうち加除式資料について規定している部分につい

ても，との適用細則で扱い，独自の条項番号を設定している。

2.適用対象資料

本文が日本語の単行書（和古書を除く）を対象とする。

また，本文が日本語の加除式資料も対象とする。なお，各条文では，特に区J.jljの必要があ

る場合以外は，「図書Jは 「加除式資料Jをも含んでいるものとする。

3.本則採用の原則

全図書誌作成機関として標準化を推進するために， NCR2R第2章本則を採用するととを原則

とし， NCR2R2005についても，適宜取り入れる。

条文をそのまま適用する場合および適用しない場合は，条項番号と「適用」 「非適用」の語

句のみを示す。条文を変更して適用する場合は，条項単位で該当条文の全文を示す。

4.物理単位および各巻に関する事項について

記述の対象（2.0. 2. 1）は単行書を原則とするが，物理単位の記録（2.0. 2. 2別法）も併せ

て採用しており，「各巻に関する事項」など，独自の条項番号を設定している箇所がある。

5.条項の排列について

「記述すべき書誌的事項とその記録順序J(2. 0. 4）で定義した順序にしたがっているため，

独自の条項番号を設定した箇所については，条項番号順の排列になっていない。

6.標目について

この適用細則では，図書の記述のみを扱い，標目付与には触れていない。標目付与につい

ては，『国立国会図書館「日本目録規則 1987年版改訂版J和図書適用細則』（『全国書誌通信J
No. 103 : 1999. 3. 31）の標目の部を基準とする。ただし，漢字表記のない日本人 ・中国人・韓

今
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国人名は，その図書に表示されている形を標目形とすることもある。

7.出力形式および記号法について

この適用細則．はオンライン目録における書誌データの入力形式を定めることを主眼とする

ため，出力形式および区切り記号については原則として言及しない。ただし，書誌的事項の

例示においては ISBD区切り記号を用いる。

この適用細則中では，区切り記号として用いるスペースを口，記述中のスペースをAで示

す。

『日本目録規則 1987年版改訂2版第2章図書J和図書適用細則

2.0 通則

この適用細則では，明治元年以降に出版された日本語で書かれた図書の記述について規定す

る。和古書として扱うことが適当な装丁のものはr「日本目録規則 1987年版改訂2版j和古書

適用細員IJ』（『全国書昔、通信』 No.116 : 2003. 12. 10）を参照する。

2. 0.1 記述の範囲適用

2.0.2 記述の対象とその書誌レベル

2. 0. 2. 1 （記述の対象） 原則として，単行書と加除式資料を記述の対象とする。単行書は，固

有のタイトノレを有する単独に刊行された図書であり，次にあげるものを含む。

ア）本体丸形態的に独立しているが，固有のタイ トノレがない付録，補遺などからなるもの

イ）セッ トものの一部をなしているもの

ウ）シリーズの一部をなしているもの

エ）継続資料の一部をなしているもの （固有のタイトノレをもっ別冊等）

オ）合刻本（2.1. 1. 20参照）

共通タイトルと巻次，回次，年次等からなるもの，共通タイ トルと部編名や付録などの従属

タイトルからなるものは，単行単位を分割し物理単位を記述の対象とする（2.0. 2. 2別法A参

照）。

2.0.2. lA 個々の図書のほかに，グループ全体に固有のタイ トノレがある単行書の集合（セットも

の等）を記述の対象とすることができる。これらには次にあげるものを含む。

ア）固有のタイトノレがある付録などと組み合わせて刊行されたもの

イ）図書が主体となった複合媒体資料

2.0.2. 18 非適用 （2.0. 2. 2別法，2.0. 2. 3参照）

2.0.2. 10 加除式資料については，書誌的事項に変化が生じたときは書誌的記録を改める。ただ

し，以下の場合は新たな書誌的記録を作成する（13.0. 2. lA, 13. 0. 2. lB参照）。

ア）内容の変更等にともない，新たな物理単位として刊行されたとき

イ）資料種別が変わったとき

2.0.2.2 （記録の書誌レベル） 非適用

2.0.2.2別法 記述の対象に応じて，次に示す書誌レベルの記録を作成する。構成部分の記録は，

内容に関する注記として記録する（2.7. 3. 7参照）。

記述対象 記録の書誌レベル

単行書 単行レベル

単行書の集合

加除式資料

集合レベル

継続刊行レベル
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ただし， 以下の場合は，図書の 1冊ずつを記述対象とする物理単位の記録を作成する。

A.単行単位の分割

ア）形態的に 2冊以上からなっているが，その各冊が固有のタイトノレをもたない場合

イ）部編名や付録等従属タイトルをもっ場合

B.集合単位の分割

セットもので，単行レベルに以下のものが含まれているとき。

ア）総合タイトルがなく， 2以上の著作のタイトFレがあるもの（合刻本）

イ）個人全集等の f索引J「補遺J等，固有のタイトノレとはみなせないもの

このとき， 2以上の著作のタイトルや固有のタイトル左はみなせないものを，各巻タイト

ノレとして記録する。セットものの他の各冊の固有のタイトノレも，同様に各巻タイト／レとみな

す（2.9参照）。初巻の刊行時に全体の刊行計画が不明なときも，集合単位を分割して書昔、的

記録を作成する。

2. 0. 2. 3 （単行レベルの記録） 適用

2.0.2.3任意規定非適用

2.0.2.3A 複数の集合単位もしくは構成単位があるときは，書誌階層において上位レベルのもの

から順次記録する。上下関係にないとき，関係が不明のときは，表示順に記録する。

2.0.2.38 この適用細則では規定しない。

2. 0. 2. 4 （集合レベルの記録） セットもの等を記述の対象とするときは，集合単位を記述の本

体とする書誌的記録を作成する。

2.0.2.4A 適用

2.0.2.418 この適用細則では規定しない。

2.0.2.5 （構成レベルの記録） 非適用

2.0.2.5A 非適用

2.0.2.58 この適用細則では規定しない。

2.0.2.6 （継続刊行レベルの記録） 加除式資料を記述の対象とするときは，継続刊行単位を記

述の本体とする書誌的記録を作成する。集合単位はシリーズに関する事項として記録する

(13. 0. 2. 3参照）。

2.0.3 記述の情報源

2. 0. 3. 0 （記述の基盤） 加除式資料については，出版開始年月を除き，最新号を記述の基盤と

する（13.0.3.0参照）。

2.0.3. 1 （記述の情報源） 記述のよりどころとする情報源は，図書を構成する各部分に基づい

て，次の優先順位とする。

ア）標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙（裏表紙を含む）。奥付がカバーにのみ表示さ

れているときは，該当部分を切り取り本体に貼ることで，奥付とみなす。発行年月がカバー

にのみ表示されているときは，該当部分を切り取り奥付に貼付するか転記することで，奥付

に表示されているとみなす。

イ）その図書本体のア）以外の部分

ウ）カバー，箱等

エ）その図書以外の情報源

2.0.3. lA 非適用

2.0.3. 18 適用

2.0.3.2 （各書誌的事項の情報源） 各書誌的事項の情報源は，次のとおりとする。

-5-
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ア）タイトルと責任表示… 標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙（裏表紙を含む）

イ）版…・・標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙（裏表紙を含む）

ウ）出版・頒布等・…・・標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙（裏表紙を含む）

エ）形態・…ーその図書から

オ）シリーズ……標題紙（標題紙裏を含む），奥付のベージ，背，表紙（裏表紙を含む）

カ）各巻…ー標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙（裏表紙を含む）

キ）注記・…・・どこからでもよい

ク） ISBN, ISSN，入手条件 ・定価……どこからでもよい

2.0.3.2B 適用

2.0.3.2C 所定の情報源以外から得た書誌的事項は，補記の事実を示すため角がっこに入れて記

録する（以下「補記するJ）。

2.0.4 記述すべき書誌的事項とその記録順序

記述すべき書誌的事項とその記録順序は，次のとおりとする。

ア）タイトノレと責任表示に関する事項

(1) 本タイトノレ

(2) 並列タイトノレ

(3) タイトル関連情報

(4) 巻次，回次，年次等および部編名

(5) 責任表示

イ）版に関する事項

(1) 版表示

(2) 特定の版にのみ関係する責任表示

(3) 付加的版表示

(4) 付加的版にのみ関係する責任表示

ウ）出版 ・頒布等に関する事項

(1) 出版地，頒布地等

(2) 出版者，頒布者等

(3) 出版年月，頒布年月等

(4) 製作項目（製作（印刷）地，製作（印刷）者，製作（印刷）年月）

エ）形態に関する事項

(1) ページ数，図版数等

(2) 大きさ

(3) 付属資料

オ）シリーズに関する事項

(1) 本シリーズ名

(2) 並列シリーズ名

(3) シリーズ名関連情報

(4) シリーズに関係する責任表示

(5) シリーズの ISBN,ISSN 

(6) シリーズ番号等およびシり｝ズの部編名

(7) 下位シリーズの書誌的事項

カ）各巻に関する事項

-6-



全国書誌通信 122号（2005.11)

(1) 各巻タイトル

(2) 各巻並列タイトル

(3) 各巻タイトノレ関連情報

(4) 各巻巻次，回次，年次等および各巻部編名

(5) 各巻に関係する責任表示

キ）注記に関する事項

ク） ISBN, ISSN，入手条件に関する事項

(1) ISBN 

(2) ISSN 

(3) 入手条件 ・定価

2.0.4. 1 (2言語以上の同一書誌的事項） 同一書誌的事項が2言語（文字）以上で表示されてい

る場合，並列タイトル，並列シリーズ名，各巻並列タイトルを記録し，その他の書誌的事項は

日本語のものを記録する。

2.0.5 記述の精組

記述の精粗は原則として第2水準（標準の書誌的事項）を採用し，これらに若干の書誌的事

項を加える。

2.0.6 記録の方法

2. 0. 6. 1 （転記の原則） 図書を記述するとき，次の書誌的事項は，原則としてその図書に表示

されているままに記録する。ただし，特に別途規定されている場合を除く。

ア）タイトルと責任表示に関する事項

イ）版に関する事項

ウ）出版・頒布等に関する事項

エ）シリーズに関する事項

オ）各巻に関する事項

2.0.6. lA 非適用

2.0.6.2 （目録用の言語・文字） 適用

2.0.6.2別法非適用

2. 0. 6. 3 （文字の転記） 漢字は，原則として所定の情報源に使用されている字体で記録する。

措書以外の書体は措書体に改める。かなはそのまま記録するが，変体がなは平がなに改める。

簡体字は「中国簡化文字表J（『大漢和辞典』修訂第2版（大修館書店刊， 1989-1990）附録），

『中日辞典』（小学館刊， 1992）により対応する漢字に置き換え，注記で説明を加える。

ローマ字，キリノレ文字等欧文文字は原則としてそのまま記録するが，大文字および句読点の

使用法は，当該言語の慣行に従う。会社名・団体名，コンビュータ用語等のローマ字表記は固

有名詞として扱い，一般に通用している表示のままに記録する。

Tenムyearsムafter（情報源の表示 ：TenYears After) 

INAX 

f9KIO 

PowerPoint 

表示のとおり転記することが不可能なハング、ル，アラビア語等の文字は，日本語に置き換え

たものを補記し，注記において説明を加える（2.7. 3. 1ワ）' 2. 7. 3. 2ウ）参照）。その他の 「JIS

x 0208 : 1990Jの外字の取り扱いは，「和図書データに使用する文字種取り扱い基準J（『全国書

誌通信JNo. 100 : 1997. 12. 10参照）に従う。
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122号（2005.ll)

文字の大小の表示は再現せず，全部同一の大きさの文字で記録する。

2.0.6.3見I］法1 非適用

2.0.6.3別法2 非適用

全国舎誌通信

2. 0. 6. 4 （数字の記録） タイトノレと責任表示に関する事項 （巻次，回次，年次等および部編名

を除く），シリーズに関する事項（シリーズ番号等およびシリーズの部編名を除く），各巻に関

する事項（各巻巻次，回次，年次等および各巻部編名を除く）においては，ローマ数字を除き

数字はそのままの形で転記する。ローマ数字は原則としてアラビア数字に置き換える。漢数字

とアラビア数字等，情報源により表示の文字種が異なる場合，原則としてアラビア数字を記録

する。表示の違いについては注記しない。その他の書誌的事項においては，数量や順序などを

示す数字はアラビア数字とする（2.1. 6. 2参照）。

零八・一五

ファイナルファンタジー11（情報源の表示：ファイナルファンタジーXI)

2. 0. 6. 5 （再現不能の記号等の記録） 記号等は，原則としてそのまま記録する。表示のとおり

転記することが不可能な記号等は，説明的な語句に置き換えたものを補記する。さらに必要が

あるときは注記において説明を加える（2.7. 3. 1ワ），2. 7.3.2ワ）参照）。また，飾りとみなし

た場合は省略もしくは簡潔な記号に置き換える。記号の取り扱いは「和図書データに使用する

文字種取り扱い基準JIに従う。

［ホツマツタへ］（情報源の表示： 田卒中卒。弓 ）

遊 ・戯 ・王（情報源の表示 ：遊食戯女王）

2. 0. 6. 6 （誤記．誤植） 書誌的事項の明らかな誤りは正しい形に訂正し，誤った形は必要とみ

なせぽ注記する（2.7. 3. 0ア）参照）。

2.0.6. 7 (ISBD区切り記号法） この適用組則では規定しない。

2. 0. 6. 8 （記入における記述の記載位置） この適用細貝りでは規定しない。

2. 1 タイトルと責任表示に関する事項

2. 1.0 通則

2. 1. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。

ア）本タイトノレ

イ）並列タイトノレ

ワ）タイトノレ関連情報

エ）巻次，回次，年次等および部編名

オ）責任表示

2. 1.0.2 （区切り記号法） この適用細則では規定しない。

2. 1. 0. 3 （複製本） 複製本の場合，原本ではなく複製本自体のタイ トノレ，責任表示等を記録す

る。必要に応じて原本の書誌的事項を注記する（2.7. 3. 3イ），ウ）参照）。

2. 1. 1 本タイトル

2. 1. 1. 11 （本タイトルとするものの範囲） 図書に表示されているか，表示がない場合でも，そ

れによって図書が同定識別される固有の名称が本タイトノレである。その中には次に示すような

ものもある。

ア）総称的な語，イニシアル，著作者名（団体名も含む）のみのもの

詩集

梅原龍三郎

イ）識別上必要な数や文字と不可分なもの
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全国書誌通信

5万分の l地形図における栃木県の地名索引

MABl口：口図書館用機械交換フォーマット

122号（2005.11)

ウ）唯一のタイトノレが日本語でないもの（本文の言語を注記する。 2.7. 3.0イ）参照）

AnムintroductionムtoムBrazil（注記「本文は日本語J)

部編や付録等の従属タイトルは，部編名として，巻次，回次，年次等と同様に扱う（2.1. 6. 1 

参照）。

2. 1. 1. 1B 適用（2.7.3.1オ）参照）

2. 1. 1. 1C 別タイトノレは，タイトノレの一部として表示されている場合は本タイトノレ，サブタイト

ノレとして表示されている場合はタイトル関連情報として記録する。

ヴィクトーノレあるいは権力の座についた子供たち

シャーロック・ホームズ対ドラキュラ口 ：口あるいは血まみれ伯爵の冒険

2. 1. 1. 1 c別法非適用

2. 1. 1. 1D 本タイトルの上部または前方に表示されている先行事項（冠称，角書きなど，タイト

ノレを限定修飾するもの，またはタイトノレに関連して表示されているもの）は次のように記録す

る。

ア）先行事項が本タイトルの一部とみなされるときは，全体を本タイトノレとして記録する。

ひと目でわかる労災保険給付の実務（情報源の表示：ひと目でわかる労災保険給付の実務）

イ）本タイトノレの一部としてみなされず，別個の書誌的事項として判断されるときは，情報源

における表示の順序にかかわらず，当該書誌的事項の所定の記録順序に従って記録する。

①タイトノレ関連情報

A）サブタイトノレ（本タイトノレを説明する語句）

競争法口 ：口実務研究（情報源の表示 ：実務研究 競争法）

B）歌集，画集や，シンポジウム，共同研究等，作品形式や著作の形式を表すもの。ただし，

これらの形式が強調されている場合は本タイトルの一部とする。

戦争 ・平和 ・こどもたち口：口ロパート ・キャパ写真集

（情報源の表示：ロパート・キャパ写真集戦争 ・平和・こどもたち）

随筆私本太平記（情報源の表示：随筆私本太平記）

②巻次，回次，年次等および部編名

物理の散歩道．口続（情報源の表示 ：続物理の散歩道）

③著者。ただし著者名を含めないとタイトルとしての特定性が低いもの，著者名を冠した

タイトノレで

有機機器分析入門口／口シギア，ストノレテン〔著］

（情報源の表示：シギア・ストノレテン有機機器分析入門）

ワトソン看護におけるケアりングの探究口／ロジーン ・ワトソン著

（情報源の表示：ワトソン看護におけるケアリングの探究）

④版表示

国史大系．口一口増補（情報源の表示：噌補国史大系）

⑤シリーズ名

生理．口一口（歯科衛生教本）（情報源の表示：歯科衛生教本生理）

⑥注記（2.7. 3. 1キ）参照）

遺跡発掘調査報告書の地名は「00所在Jと注記に記録する。

桑島館跡（注記「石川県白峰村所在」）（情報源の表示 ：石川県白峰村桑島館跡）
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122号（2005.11) 全国乱E誌通信

2. 1. 1. lE 標題紙，奥付，背，表紙に表示されている各タイトノレが異なるときは，適切なタイト

ルを本タイトルとして記録する。適切なタイトルとは，①日本語のもの，②複数の情報源に共

通するタイトノレまたは詳しいタイトノレである。

本タイトノレとして選定しなかったタイトルが2種類以上ある場合は，本タイ トノレの情報源を

注記する。 1種類しかない場合は，本タイトノレとして選定しなかったタイトルおよびその情報

源を注記する。ただし，タイトノレの違いが微細なときは注記しない。異なるタイトノレを並列タ

イトノレ，タイトノレ関連情報，シリーズ名，各巻タイ トノレとみなした場合は注記しない（2.7.3.1

ア）参照）。

2. 1. 1. 1F 加除式資料については，本タイトノレに変化が生じた場合，従来記録していた本タイト

ルを変化後のタイトノレに改める。変化前のタイトノレは注記する（2.7. 3. 1ク）' 13. 1. l. 3参照）。

2. 1. 1. 2 （記録の方法） 適用

ひと目でわかる労災保険給付の実務

（情報源の表示 ：ひと目でわかる労災保険給付の実務）

2. 1. 1. 2A かなのルピは，本タイトル止しては記録せず，タイトル標目として記録する。漢字の

ノレビは，該当する文言のあとに丸がっこを付して記録する。

IT （情報技術）（情報源の表示 ：「ITJに対応するルピとして「情報技術」）

2. 1. 1. 28 所定の情報源にタイトノレの表示がない場合は，目次や外箱等に表示されているタイト

ノレを本タイトノレと して補記し，その情報源を注記する。また，図書中のどこにもタイ トノレの表

示がないときは，適切な情報源による本タイトノレか，目録担当者が決定した簡潔で説明的な本

タイトノレを補記し，その情報源を注記する（2.7. 3. 1ア）参照）。

2. 1. 1. 2C 合集等で，所定の情報源にその図書全体の総合タイトノレが表示されていて，同時にそ

の図書に収録されている著作それぞれのタイトルが表示されているときは，その総合タイトノレ

を本タイ トノレとして記録し，それぞれの著作のタイトルは，各巻タイ トノレまたは内容細目（注

記）として記録する（2.9. 0, 2. 9. 1, 2. 7. 3. 7ア）参照）。

ハンス・カロッサ全集．口第3巻口／口ハンス ・カロッサ［著］．

第3巻：ロドクトノレ ・ピュルガーの運命口／口ハンス・カロッサ ［著］口；口田口義

弘訳．口逃走／口ハンス・カロッサ［著］口－口田口義弘訳．口青春の変転口／口ハ

ンス・カロッサ［著］口；口金子英雄訳

文学は何ができるか．

内容 ：口文学と前衛性口／口山村嘉己著．口文学の自律性口／口植松健郎著．口文学

の党派性口／口小川悟著．口文学における負の領域口／口小川雅也著．口文学の前衛

性と構造主義口／口渡辺幸博著

2. 1. 1. 20 図書全体に対応する総合タイトノレがなく，図書の内容をなす各著作のタイ トル等が表

示されているときは，これらのタイトルと責任表示等を所定の情報源に表示されている順で列

記する。同一著者の場合でも責任表示は省略せず，それぞれ記録する（2.1. 5. 2F参照）。

紫式部日記口／口紫式部［著］口；口阿部秋生校註．口和泉式部日記口／口和泉式部［著〕

口 i口阿部秋生校註（情報源の表示 ：紫式部日記・和泉式部日記 阿部秋生校註）

2. 1.2 資料種別適用

2. 1.3 並列タイトル

2. 1. 3. 1 （並列タイトルとするものの範囲） 本タイトルとして選定するタイトルの別言語およ

び別の文字（またはその一方）のタイトノレで，所定の情報源に表示されているもの。次にあげ

る場合に記録する。
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ア）本タイトノレに対応する別言語および別の文字（またはその一方）のタイトノレで，この言語

および別の文字 （またはその一方）の本文があるもの。

イ）本タイ トノレと別言語の原タイトルで，原本の本文はないが所定の情報源に本タイ トノレと同

等，または単独で・表示されているもの。原タイトノレは注記としても記録する（2.7. 3. 1エ）

参照）。

ウ）相当する言語の本文はないが，所定の情報源に本タイトルと同等，または単独で表示され

ているもの。

2.1.3.1A 適用

2. 1. 3. 2 （記録の方法） 所定の情報源に表示されているままに記録するが，大文字の使用法は

当該言語の慣行に従う（2.0.6.3参照）。

東京大学総合研究博物館所蔵関野貞コレクションフィールドカード目録口＝口Catalogue

ムofムfieldムcardsムof~Seki noムTadashiムcollection

（情報源の表示 ：CATALOGUEOF FIELD CARDS OF SEKINO TADASHI COLLECTION) 

2. 1. 3. 2別法非適用

2. 1. 4 タイトル関連情報

2. 1. 4. 1 （タイトル関連情報とするものの範囲） タイトル関連の情報。本タイ トノレに対するも

の以外に，総合タイトルのない場合の各著作のタイトノレに対するものもある。情報源における

表示の位置は，タイトノレのあとに続くものが多いが，タイ トノレ先行事項としてタイトノレの上部

や前方に表示されていることもある。タイトノレ関連情報には，サブタイト／レ，作品形式や著作

形式を含む。キャッチフレーズ等はタイトノレ関連情報とみなさない。

2. 1. 4. 2 （記録の方法） タイトル関連情報は，それのかかわる本タイトル（並列タイ トノレがあ

る場合は，並列タイトル）に続けて記録する。同一著者の2以上のタイ トルに共通するタイト

ノレ関連情報は，それぞれのタイトルに続けて記録する。ただし，それぞれに記録することが適

当でないと判断される場合には，最後のタイトルのタイトJレ関連情報として記録する。巻次，回

次，年次等および部編名により異なるサブタイ トノレは，微細な違いを除き注記する（2.7. 3. 1 

カ）参照）。タイトル関連情報は，本タイ トルとしたものとともに表示されているものを記録す

る。

2. 1. 4. 2 ~IJ法非適用

2. 1. 4. 2A 2以上のタイトル関連情報があるときは，所定の情報源における表示順ではなく，本

タイ トルとの繋がりの強弱の順で記録する。例えば，サブタイトノレは作品形式よ り先に記録す

る。

まつりと行事口： 口川里の民俗口：口写真集

（情報源の表示：写真集まつりと行事川里の民俗）

2. 1.6 巻次．回次．年次等および部編名

2. 1. 6. 1 （巻次．回次．年次等および部編名とするものの範囲） 巻次，回次，年次等（以下「巻

次等J）は，資料の形態的に独立した部分に付された番号等による一定の順序づけである。巻次

等の前後に，それを修飾する語がついているものもある。部編名（「付録J等の従属タイ トノレを

含む）も巻次等と同様に扱うe

2. 1.6. 2 （記録の方法） 情報源に表示されている形で記録するが，大文字の使用法は当該言語

の慣行に従う。 巻次等については，数字はアラビア数字を用いる（2.0.6.4参照）。年次の省略

形は完全形にして記録する。

巻 5（情報源の表示 ：巻玉）

’E’a
 

’E－－
 



122号（2005.11)

第3章（情報源の表示 ：第参章）

2004 （情報源の表示：’04)

平成2年（情報源の表示： 2年）

全国書誌通信

巻次を修飾する語は，可能ならば rNCR2R 付録2 略語表」で定められた略語を用いる。

no. （情報源の表示： number)

V. （情報源の表示 ：volumeまたはvol.)

pt. （情報源の表示： Part)

複数の巻次等が表示されているときは，同格のものは丸がっこに入れて記録し，下位のもの

はスペースに続けて記録する。同格の場合，巻次または回次と年次の双方が表示されていると

きは年次を，巻次等と部編名の双方が表示されているときは部編名を，丸がっこに入れて記録

する。情報源により西暦紀年と元号等で年次の表示が異なるときは，顕著なものを記録する。

情報源に巻次等とともに巻次等と同格の版表示が表示されているときは，巻次等を記録し，版

表示は記録しない（2.2. 1. 2別法参照）。

漢詩で詠む中国歴史物語． 口3（近代編）

社労士基本書．口2003年度版ム上巻（労働保険編）

社労士基本書．口2003年度版ム下巻（社会保険編）

2. 1. 6. 2A 情報源に表示されていなくても，識別のため必要なときは，巻次等を補記する。

2. 1. 6. 3 巻次等および部編名により異なるサブタイトノレは，微細な違いを除き注記する

(2. l. 4. 2, 2. 7. 3. 1カ）参照）。

2. 1. 6. 4 加除式資料については，原則として巻次等および部編名を記録しない（13.3. 0. 0参照）。

2. 1.5 責任表示

2. 1. 5. 1 （責任表示とするものの範囲） 責任表示の範囲は，直接的な著作者，すなわち本文の

著者，編さん者，画家，撮影者などのほか，間接的な原作者，編者，撰者，述者，脚色者，監

修者，監訳者，訳者，校訂者な~＇を含む。 その他， 指導，構成， 取材等の様々な著作関与者は，

著作責任者と判断される場合は責任表示とする。解説者等は，古典，図版集等の解説抜きには

成り立たない著作の場合は責任表示とする。

主催者，共催者，多数の分担執筆・訳者，校閲者，訓点者，協力者は，必要とみなせば注記

する（2.7. 3.2イ）参照）。

「編集Jと表示されていても，著作責任がないと判断すれば責任表示としない。

2. 1. 5. 1別法非適用

2. 1. 5. lA 本タイトノレ，タイトル関連情報およびシリ｝ズ名中に表示されている著者名等は，著

作責任が強いとみなせば，責任表示としても記録する。役割を示す語句は補記する。

村上節太郎がとらえた昭和愛媛口／口村上節太郎 ［撮影］

金融サービスの高度化とリスクマネーの供給拡大に向けて口 ：口産業構造審議会産業金

融部会中間報告口／口産業構造審議会産業金融部会 ［著］

時間への失墜口／E.M.シオラン［著］口；口金井裕訳．口一口（E.M.シオラン選集口／

ロE.M.シオラン［著］口 i口4)

（情報源の表示： E.M.シオラン選集4 時間への失墜 訳者金井裕）

2. 1. 5. 1B 非適用 （2.L 5. 2D参照）

2. 1. 5. 1D 2以上の個人や団体が表示されている場合は，次のようにする。

ア）同一の役割を果たしているときは，その数にかかわりなくこれら全体を一つの責任表示と

する。
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ああ言えばこう食う口／口阿川佐和子，檀ふみ著

イ）原著者と翻訳者のように，異なる役割を果たしているものがあるときは，その役割ごとに

別個の責任表示とする。

水の美容健康法口／口アンナ・セノレピー著口；口佐藤志緒訳

2. 1. 5. 1 E 非適用

2. 1. 5. 1 E任意規定非適用

2. 1. 5. 1 E別法 一つの責任表示における個人名や団体名は，表示のままにすべて記録する。

2. 1. 5. 1 F 加除式資料については，責任表示に変化が生じた場合，従来記録していた責任表示を

変化後の責任表示に改める。変化前の責任表示は注記する（2.7. 3. 2エ）' 13. 1. 5. 3参照）。た

だし，内部組織名の変更等，重要な変化とみなさない場合には注記を省略する。

2. 1. 5. 2 （記録の方法） その図書の著者（個人または団体）あるいはその著作に関与した副次

的な著者 （原著者，編者，訳者，校訂者等）と役割を示す語句（著，共著，作，文，画，撮影，

作曲，編，編著，編纂等）を記録する。役割を示す語句の中で，著作は「著J，編集は「編J'

翻訳は「訳Jに省略する。その他の語句（編集責任，責任編集，総編集，総監修，企画・編集等）

は表示のままに記録する。

日本の神道口／口つださうきち著

マッチ売りの少女口／口野坂昭如文口；口米倉斉加年絵

乗物万歳口／口阿川弘之，北杜夫対談

翰苑口／口竹内理三校訂 ・解説

役割を示す語句が外国語のみの場合は，日本語に訳し，補記する。

［著］（情報源の表示 ：by)

［編］（情報源の表示 ：editedby) 

［編纂］（情報源の表示 ：compiledby) 

［撮影］（情報源の表示 ：photo)

かなで表示されている外国人名は，イニシアルにはピリオド（．），姓名の聞は中黒（・）を

付ける。複合姓やミドルネーム等の区切り記号は原則として表示のままとする。

ジャンムポール ・サル トル

ジャン＝ポール・サノレトル

ジャクソン・ プラワンムJr.

ジャクソン ・ブラ ウン，Jr.

2. 1.5.2A 責任表示には，所定の情報源のうちもっとも適切な表示を選んで記録する。例えぽ，

原綴形とかな形が表示されている場合には，かな形を記録し，本名とペンネームが表示されて

いる場合は，ペンネームを記録する。記録しない表示形は必要とみなせば注記するが，言語や

文字種の違い（原緩と片かな，漢字と平がな等）や表示形の微細な違い （イニシアル形と完全

形等）は注記しない（2.7.3.2ア）参照）。団体名ではもっとも詳しい形を適切な表示とみなし，

表示の違いについては注記しない。

分子会合体とその触媒作用口／口JanosムH.7エンドラー， EleanorムJ.フエンドラー著

口；口妹尾学，木瀬秀夫訳（標題紙の表示 ：JanosH. Fendler, Eleanor J. Fendler) 

2. 1. 5. 28 適用

ジェファソンの民主主義思想口／ロジェファソン［著］口 ；ロソーノレ・K.パドーヴァー

編口 ；口富田虎男訳

方丈記口／口鴨長明［著〕口 ；口市古貞次校注
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2. 1. 5. 2C 適用

2. 1. 5. 2D 情報源に表示されていない語句等を，必要とみなした場合は責任表示として補記する。

古典等で著者が容易に判明した場合は補記する。日本人は姓もしくは名のみの場合は，表示さ

れていない名もしくは姓を補記する。内部組織名のみ表示されている不完全な団体名は，必要

とみなせば上部組織名を補記する。

貿易政策と競争政策口／口 ［OECD]［著］口；口経団連国際経済部訳

源氏物語口／口［紫式部］［著］口 i口阿部秋生校注

馬琴書翰集成口／口 ［滝沢］馬琴［著］口；口柴田光彦，神田正行編

京都市の主な出資法人の概要口／口［京都市］総務局総務部行政改革課編

情報源の表示に役割を示す語句がない場合，またはタイトルと責任表示に記録した個人や団

体との関連を明らかにする必要がある場合は，これを補記する。

風景口／口土門拳［撮影］口；口菅野梅三郎編

2. 1. 5. 2E 識別上必要でないとき，次のものは省略する。

ア）学位，役職名等の肩書，所属団体名やそのイニシアノレ，郷貫，号，字，居住地など

丹羽太左衛門著（情報源の表示：農学博士丹羽太左衛門）

イ）丸がっこに入っている同格の名称

国立国会図書館（情報源の表示 ：国立国会図書館（NationalDiet Library)) 

ウ）団体名の冒頭に表示されている法人組織等を示す語句。後に付される法人組織等を示す語

句は省略しない。

文化財研究所東京文化財研究所

（情報源の表示 ：独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所）

日本図書館協会（情報源の表示 ・社団法人日本図書館協会）

東芝（情報源の表示：株式会社東芝）

森永製菓株式会社（情報源の表示 ：森永製菓株式会社）

エ）団体の創立の動機，趣旨を示す語句

人と防災未来センター（情報源の表示 ：阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター）

オ）役所 ・役場の語句

三鷹市 （情報源の表示： 三鷹市役所）

ただい例外として以下のような場合は省略しない。

ア）省略すると名もしくは姓のみとなる場合

ス卜一夫人

イ）識別のために称号，尊称，敬称、などが必要な場合

ファビオラ王妃

サー・トマス・ブラワン

ク）世系

六代目尾上菊五郎

パウロ 4世

エ）山号

身延山久遠寺

オ）旧姓

鐙屋（一見）真理子

2. 1. 5. 2F 総合タイトルがない図書の場合，著作ごとに責任表示を記録する（2.l. 1. 20参照）。
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紫式部日記ロ／口紫式部［著］口；口阿部秋生校註．口和泉式部日記口／口和泉式部［著］

口 ；口阿部秋生校註（情報源の表示：紫式部日記 ・和泉式部日記 阿部秋生校註）

2.2 版に関する事項

2. 2.0 通則

2. 2. 0. 1 （書誌的事項） 適用

2.2.0.2 （区切り記号法） この適用細則では規定しない。

2.2. 1 版表示

2. 2. 1. 1 （版表示とするものの範囲） 適用

2. 2. 1. 1 A 適用

新装版

縮刷版

机上版

復刻版

2. 2. 1. 1B 版と して表示されていても，実際は他の書誌的事項に相当する場合は，他の書誌的事

項として扱う。

ア）巻次等に相当する場合は，巻次等として記録する

文化人名録．口第26版

イ）異版がない場合，本タイトルを修飾するものは，タイ トJレ関連情報として記録する。私家

版，限定版は，タイ トルとの結びつきが強ければタイトル関連情報，結びつきが弱ければ注

記として記録する （2.7.3.0エ）参照）。

明治・大正を食べ歩く 口： ロカラー版

日本の探烏地口 ：口決定版

ワ）オンデ、マンド版は注記と して記録する（2.7. 3. 3ワ）参照）。

「版Jと表示されていても「刷j と判断されるときは「届リj とみなす。初版の前書きしかな

いものや初版から数か月で出版された2版，小説で版次のあるもの等の場合である。

2. 2. 1. 1 c 刷次は原則として記録しない。ただし，刷次の表示中に特に改訂，増補等の表示があ

れば，これを版表示または付加的版表示として記録する（2.2. 3参照）。

第2刷補訂

第3版，口第7刷補訂

2. 2. 1. 2 （記録の方法〕 非適用

2. 2. 1. 2別法 情報源における表示のまま記録し，補記した事項は角がっこに入れる。情報源に

より版表示が異なる場合は，顕著なものを記録する。数字はアラビア数字に置き換える（2.0. 6. 4 

参照）。 外国語の版表示の場合，可能な部分は『英米目録規則第2版』の略語表で定められた略

語を用いる。大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。

改訂新版

第2版

改訂版

改稿版

増補

再版

改訂新装版

復刊

F
D
 

噌

E
A



122号（2005.11)

ニューエディション

2ndムed. （情報源の表示： secondedition) 

Rev. ed. （情報源の表示： RevisedEdi ti on) 

次の版表示は記録しない。

ア）初版

イ）他の書誌的事項と結合していて，すでに他の箇所で記録されている版表示

全国書誌通信

ウ）情報源に巻次等とともに表示されている，巻次等と同格の版表示（2.1. 6. 2参照）

総合タイトルのない図書の各著作の版次は，版表示としてではなく，タイトノレ関連情報とし

て記録する。

2. 2. 1. 2A 加除式資料については，版表示に変化が生じた場合，従来記録していた版表示を変化

後の版表示に改める。変化前の版表示は注記する（2.7. 3. 3エ）， 13.2.1.3参照）。ただし，情

報源にない，資料の種別を示す表示や，定期的な改訂，あるいは頻繁な更新を示す表示は版表

示として扱わず，注記もしない（13.2. 1. lA参照）。

2.2.2 特定の版にのみ関係する責任表示

2. 2. 2. 1 （責任表示とするものの範囲） 適用

2.2.2.2 （記録の方法） 適用

2.2.3 付加的版表示

2. 2. 3. 1 （付加的販表示とするものの範囲〉 適用

2. 2. 3. 2 （記録の方法） 記録の方法は2.2. 1. 2別法による。

担保物権法講義案．ロ一口3訂版，ロ補正版

（情報源の表示：担保物権法講義案 3訂版

平成6年 5月 第 1刷発行

平成12年 6月 補正版発行）

2.2.4 付加的版にのみ関係する責任表示

2.2.4. 1 （責任表示とするものの範囲） 適用

2.2.4.2 （記録の方法） 適用

2.3 資料（または刊行方式）の特性に関する事項適用

2.4 出版・頒布等に関する事項

2.4.0 通則

2. 4. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。

ア）出版地，頒布地等

イ）出版者，頒布者等

ウ）出版年月，頒布年月等

エ）製作項目（製作（印刷）地，製作（印刷） 者，製作（印刷）年月）

2.4.0.2 （区切り記号法） この適用細則では規定しない。

2. 4. 0. 3 （複製本） 適用（2.7.3.3イ），ウ）参照）

2.4. 1 出版地．頒布地等

2. 4. l. 1 （出版地．頒布地等とするものの範囲） 適用

2. 4. 1. 1A 適用

2. 4. 1. 1 B 同一出版者に2以上の出版地があるときは，顕著なもの，最初のもののJI闘で， 一つの

出版地を選定する。 2言語以上で表示されているときは，日本語のものを記録する。

2.4.1.18別法非適用
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2.4.1.lC 適用

2.4.1.1E 非適用

2. 4. 1. 1 E任意規定 出版地と頒布地双方の表示があるときは，頒布地を出版地，出版者，出版年

月のあとに記録する（2.4. 2. 1E任意規定参照）。

2. 4. 1. 1 F 加除式資料については，出版地に変化が生じた場合，従来記録していた出版地を変化

後の出版地に改める。変化前の出版地は注記する（2.7. 3.4エ）, 13. 4. l. 3参照）。

2. 4. 1. 2 （記録の方法） 日本の出版地は，出版者が所在している市町村名を所定の情報源に表

示されているままに記録する。ただし，識別上必要があるときは，都道府県名を付記する。町

村名は識別上必要なので必ず付記する。また，同一都道府県に同一町村名があると判明したと

きは，郡名まで付記する。市名の「市」は記録しない。東京都特別区は「東京Jとのみ記録す

る。

東京

府中（東京都）

府中（広島県）

寒川町（神奈川県）

三和町（広島県双三郡）

三和町（広島県神石郡）

Tokyo 

2.4. 1.2A 古地名，外国地名は所定の情報源に表示されている出版地をそのまま記録する。大文

宇の使用法は当該言語の慣行に従う。

2.4. 1.28 外国地名には，識別上必要があるときは，国名，州名を付記する。

2. 4. 1. 2C 出版地が情報源に表示されていないときは，調査等により推定した出版地を補記する。

推定できず，代替情報として頒布地も記録できないときは，「出版地不明j と補記する。

2.4. 1.2C任意規定 外国の出版物で出版地が不明のとき，出版国の表示があれば国名を記録する。

大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。

2.4.2 出版者，頒布者等

2. 4. 2. l （出版者，頒布者等とするものの範囲） 適用

2.4.2. 1A 適用

2.4.2. 18 適用

2.4.2. 1C 2以上の出版者の表示があるときは，顕著なもの，最初のものの順で，一つを選択す

る。 2言語以上の表示があるときは，日本語のものを記録する。

2.4.2. 1C任意規定 記録しなかった出版者は注記する（2.7. 3. 4ア）参照）。版表示・刷次の変

化にともない出版者に変化が生じた場合，または，セットもの等の集合単位を分割して記録を

作成するときに，出版者に変化が生じた場合は，変化前の出版者を注記する（2.7. 3. 3.ア），

2. 7. 3.4ウ）参照）。情報源により表示形が異なるとき，記録しなかった表示形を注記する。た

だし，それが省略形と完全形の違いの場合は注記しない（2.7. 3. 4イ）参照）。

2.4.2. 1E 非適用

2.4.2. 1E任意規定 頒布者を出版地，出版者に続けて記録する。記録の方法は，出版地，出版者，

頒布地，頒布者の順とし，「発売Jなど，頒布者の果たしている役割を示す語句を付記する。「取

次J,f取扱J等は頒布者とはみなさない。

Guam口：口サンゼン出版，口1997.8. 口；口東京口 ：ロマノレモ出版（発売）

2.4.2. 1F 加除式資料については，出版者に変化が生じた場合，従来記録していた出版者を変化

勾

t’EA
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後の出版者に改める。変化前の出版者は注記する（2.7. 3. 4エ）， 13.4.2.3参照）。ただし，内

部組織名の変更等，重要な変化とみなさない場合には注記を省略する。

2. 4. 2. 2 （記録の方法） 出版者は，所定の情報源に表示されている名称を記録する。ただし，

法人組織を示す語句や役所・役場の語句および名称を修飾する詩句は省略する。内部組織名の

み表示されている不完全な団体名は，必要とみなせば上部組織名を補記する。

丸善 （情報源の表示 ：丸善株式会社）

奥多摩町（情報源の表示 ：奥多摩町役場）

三好企画（情報源の表示：美術の図書三好企画）

［社会民主党］機関紙宣伝局 （情報源の表示 ：機関紙宣伝局）

2.4.2.28 外国の出版者は表示のままに記録するが，大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。

2.4.2.2C 出版者と頒布者双方が所定の情報源に表示されていないときは，「出版者不明Jと補

記する。ただし，その図書から容易に出版者名が推定できるときは推定した出版者を補記する。

2.4.2.20 頒布者とこれに対応する頒布地が，出版者と出版地に代わるものであるときはこれら

を記録し，頒布者に 「発売Jと付記する。 2以上の頒布者の表示があるときは，顕著なもの，

最初のものの！｜慎で，一つを選択し記録する。記録しなかった頒布者は注記しない。

2.4.3 出版年月，頒布年月等

2. 4. 3. 1 （出版年月．頒布年月等とするものの範囲） その図書の属する版が最初に刊行された

年月を記録する。月の表示がないときは，年のみ記録する。

1982. 7 （情報源の表示： 1982.7 第I刷発行

1986. 10 第3刷発行）

その図書に初刷の出版年月の表示がなく，2刷以降の出版年月の表示があるときは，その出

版年月を記録し， 刷次を付記する。刷次の変化にともない，内容の改訂または出版者の変更等

書誌的事項に変化があるときは，最新の出版年月を記録し，その刷次を付記する （2.7. 3. 3ア）

参照）。

1997. 7 （第3刷）（情報源の表示： 1997.7 第 3刷発行）

2.4.3. 1任意規定 刷次の違いで出版年月に20年以上差があるときは，最新の出版年月とその刷

次を付記する。

1954.9（第 19刷：2003.10) 

2.4.3. 1A 図書に出版年月の表示がないときは，頒布年月を記録する。 これらの表示がないとき

は著作権表示年を，その表示もないときは，製作（印刷）年月を記録する。この場合，頒布年

月と製作（印刷）年月の後ろには「発売J「製作（印刷）Jなどの役割を示す語を，著作権表示

年の前には著作権を示す「cJを付加する。

1988.8印刷

c1988 

2.4.3. 1A任意規定非適用

2.4.3. 18 図書に出版年月と頒布年月双方の表示がなく，かつ著作権表示年または製作（印刷）

年月の表示がないときは，序文，あとがき等に表示された年を補記する。

[1988] 

2.4.3.2 （記録の方法） 出版年月は， それが関連する出版者，頒布者等の名称のあとに，「年．

月Jの形でアラビア数字を用いて記録する。同一年月が出版者と頒布者に共通するときは，出

版者の名称のあとに記録する。

2.4.3.2A 出版年月は西暦紀年で記録する。
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全図書誌通信

2005. 1 （情報源の表示：平成17年 1月）

2.4.3.2A別法非適用

122号（2005.11)

2.4.3.28 出版年月が 2か月以上にわたるときは，刊行開始の年月と終了の月または年月をハイ

フンでつないで記録する。

1996. 3-10 

1996.3-1997. 5 

2.4.3.2C 不正確な出版年月は補正したものを記録し，不正確な表示形は注記する（2.7. 3. 0ア）

参照）。

2.4.3.20 出版年月，頒布年月，著作権表示年，製作（印刷）年月および序文，あとがき等に表

示された年のいずれも表示がないか，不明のときは，本文等によっておおよその出版年代を推

定し，これを補記する。〔1972?][1970頃〕の形式は使用せず，不明な部分はハイフンで記録

する。

〔2000](2000年と推測）

[197-] (1970年代と推測）

[19ー］ (1900年代と推測）

2.4.3.2G 加除式資料の場合は，出版開始年月と出版終了年月をハイフンでつないで記録する。

刊行中の場合は，出版開始年月のあとにハイフンを付加する (13.4. 3. 2参照）。

2.4.4製作項目（製作（印刷）地，製作（印刷）者．製作（印刷）年月）

2. 4. 4. 1 （製作項目とするものの範囲） 製作項目には，その図書が製作（印刷）された土地の

名称（製作（印刷）地），その製作（印刷）に責任を有する個人や団体の名称（製作（印刷）者），

および製作（印刷）された年代，日付（製作（印刷）年月）がある。

2.4.4. 1A 出版項目が不明のときに，これに代わるものとして記録する。ただし，それが重要で

あれば，出版項目に付加して製作項目を記録する。

2.4.4.2 （記録の方法） 非適用

2.4.4.2別法 製作項目を出版項目の代わりに記録し，製作（印刷）者名に「製作Jf印刷J等の

語句を付記し，製作（印刷）年月に「製作」「印制」等の語句を付加する。

［東大阪］口：口近畿大学管理部出版印刷課（印刷），ロ2003.7印刷

2.5 形態に関する事項

2.5.0 通則

2. 5. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。肖像等

は注記として記録する（2.7. 3. 5参照）。挿図，地図等については注記しない。

ア）ページ数，図版数等

イ）大きさ

ク）付属資料

2.5.0.2 （区切り記号法） この適用細則では規定しない。

2. 5. 1 ページ数，図版数等

2. 5. 1. 1 （記録するものの範囲） 特定資料種別は記録せず，本文のページ数，図版数を記録す

る。前付け（目次，凡例，前書き等。複製資料の前付けを含む）や広告ページは記録しない。

記述対象とする図書が2冊以上からなるときは冊数を記録する。

2. 5. 1. 2 （記録の方法） 適用

2. 5. 1. 2別法1 非適用

2. 5. 1. 2別法2 非適用
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2. 5. 1. 2A 適用

2.5. 1.2B ページ付が 2種以上に分かれた図書は，3種までのときは，コンマで、区切って記録す

る。ページ付のない部分は，数えず無視する。ページ付が4種以上のとき，ページ付のない部

分が大量にあるとき，ページ付が途中で飛んでいるときは， fl 冊J ~記録する。

13, 456, Sp 

2.5. 1.2C ページ付のない図書は，fl冊（ページ付なし） Jと記録する。ただし，本文の枚数が

10枚以下のときは，枚数を数えて記録する。

2. 5. 1. 20 複数冊の全体が一連のページ付となっている図書や，抜刷などのように， 包括的なー

連のページ付の途中から始まっているページ付は，その最初と最後をハイフンで結んで記録す

る。この場合，ページ付を示す語「p」は数字の前に記録する。

p362-734 

p362-734, Sp 

2. 5. 1. 2E 記述対象とする図書が2冊以上からなるときは冊数を記録する。別冊や資料編等を含

む場合はその旨を付記する。

2冊（資料編とも）

2.5. 1.2F 本文の一連のページ付に入っていない図版があるときは，本文のページ数のあとにス

ベースに続けて 「図版Jとし，そのページ数または枚数を記録する。図版のページ付が複数あ

るときは， 3種まではコンマで区切って記録する。巻頭図版と本文中の図版やノンブノレのある

図版は，まとめず，別々に記録する。図版が少量のときは，図版の記録を省略する。「少量j と

は原則と して 10枚未満，本文全体が少量のときはその 1/10の量を目途とする。

45pム図版 16枚

124, 15, Spム図版5, 15, 30p 

226pム図版p61-168

図版のみの図書の場合は，「図版Jとしてそのページ数または枚数を記録する。ただし，タイ

トル等で図版集，写真集等とわかる場合は 「図版」を省略する。

図版 lOOp

図版25枚

2. 5. 1. 2F別法非適用

2. 5. 1. 2H 加除式資料は，ページ付があっても「冊（加除式）Jと記録する。複数冊からなる場

合も 「冊 （加除式）」と記録する（13.5. 1. 2A参照）。

2.5.2 帰国，肖像，地図等非適用

2.5.2別法1 非適用

2.5.2別法2 肖像について注記する（2.7. 3. 5イ）参照）。挿図，地図等については記録しない。

2.5.3 大きさ

2. 5. 3. 1 （大きさとするものの範囲） その図書の外形の高さ。外形の高さとは，カバーやケー

スを外した本体の背の長さである。方形以外の変型本は最大部分の長さを大きさとする。

2.5.3.2 （記録の方法） センチメー トノレの単位で，小数点以下の端数を切り上げて記録する。

2.5.3.2A 大きさの異なる複数の図書があるときは，最小のものと最大のものをハイフンで結ん

で記録する。

18-24cm 

2.5.3.2B 高さが lOcm未満の図書はセンチメー トルの単位で小数点以下 l桁まで記録する。

8. 5cm 
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8.0cm 

2.5.3.2C 析形本 （正方形），縦長本（縦が横の2倍以上），横長本は，縦，横の長さを「×J印で

結んで記録する。

15×15cm 

30×12cm 

15×20cm 

15×25-20×30cm 

2.5.3.20 巻ものは料紙の高さを，畳ものは拡げた形の縦，横の長さを「×j印で結んで記録する。

畳ものは，折りたたんだときの外形の縦，横の長さを付記する。折本は縦の長さを記録する。

48×30cm （折りたたみ24×15cm)

26×26cm (2つ折26×13cm)

2.5.3.2E 加除式資料については，大きさに変化が生じた場合，従来記録していた大きさを変化

後の大きさに改める。

2.5.4 付属資料

2.5.4. 1 （付属資料とするものの範囲〉 適用

2.5.4.2 （記録の方法） 付属資料の数量を記録する。必要に応じて資料の種類 ・特性やタイト

ノレ ・責任表示， IS酬を記録し，大きさ等を付記する。 CD-RはCD-ROMと記録する。

CD-ROMl枚（12cm)

ビデオカセッ ト1巻（VHSタイプ）

フレキシブノレ・ディスクl枚（3.5インチ）

カセット・テープ1巻

図4枚

30p：著作権法

2.5.4.2別法1 非適用

2.5.4.2別法2 非適用

2.5.4.3 加除式資料については，付属資料の数量を記録しない。

t6 シリーズに関する事項

2.6.0 通則

2. 6. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。

ア）本シリーズ名

イ）並列シリーズ名

ウ）シリーズ名関連情報

エ）シリーズに関係する責任表示

オ）シリ｝ズの ISBN,ISSN 

カ）シリーズ番号等およびシリーズの部編名

キ）下位シリーズの書誌的事項

2.6.0.2 （区切り記号法） この適用組員ljでは規定しない。

2.6.0.3 (2以上のシリーズ表示） 適用 （2.0. 2. 3A参照）

2. 6. 1 本シリーズ名

2. 6. 1. 1 （本シリーズ名とするものの範囲） 所定の情報源に表示されているシリーズ固有の名

称。ロゴマーク等は本シリーズ名とはみなさない。

角川文庫

唱

E4つ必
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日本図書館学講座

別冊歴史読本

2. 6. 1. 1A 適用

2. 6. 1. 2 （記録の方法） 所定の情報源に表示されているままに記録する（2.1. 1. 2参照）。

2. 6.2 並列シリーズ名

2. 6. 2. 1 （並列シリーズ名とするものの範囲） 本シりーズ名の別言語および別の文字（または

その一方）のシリーズ名（2.1. 3. 1参照）。ただし，装飾的なものおよび本シリーズ名が出版者

シリーズ（出版者の名称を冠した，特定のテーマを持たないシリーズ名）の場合は採用しない。

2. 6. 2. 2 （記録の方法） 所定の情報源に表示されているまま民記録する（2.1. 3. 2参照）。

2.6.2.2別法非適用

2.6.3 シリーズ名関連情報

2. 6. 3. 1 （シリーズ名関連情報とするものの範囲） 本シリーズ名の関連情報。シリーズのキャ

ッチフレーズ等は関連情報とみなさない（2.1. 4. 1参照）。

2.6.3. 1A 適用

（日本歴史叢書口 ：口新装版）

2. 6. 3. 2 （記録の方法） 適用 （2.1.4. 2参照）

2.6.4 シリーズに関係する責任表示

2. 6. 4. 1 （シリーズに関係する責任表示とするものの範囲） 適用 （2.1. 5. 1参照）

2. 6.4.1A 本シリーズ名およびシリーズ名関連情報中に表示されている著者名等は，著作責任が

強いとみなせば，責任表示としても記録する。役割を示す語句は補記する（2.1. 5. IA参照）。

2. 6. 4. 2 （記録の方法） 所定の情報源に表示されているままに記録する。情報源に表示されて

いない語句等を，必要とみなせば補記する。情報源の表示に役割を示す語句がないとき，また

はシリーズ名と責任表示に記録じた個人や団体との関連を明らかにする必要があるときは，こ

れを補記する（2.1. 5. 2, 2. 1. 5. 20参照）。

2.6.4.2別法非適用

2.6.5 シリーズの ISBN,ISSN 

2. 6. 5. 1 （シリーズの lSBN. ISSNとするものの範囲） ISBNは日本図書コー ドのうち ISBNの文

字を冠した部分およびその他の国で付与された ISBNで，セットもの全体またはシリーズに付与

されたもの。 ISSNはISSNネットワークが当該シリーズに付与する ISSN(2. 8. 1. 1参照）。

2. 6. 5. 2 （記録の方法） 2. 8. 1. 2による。セットもの全体またはシリーズに付与された ISBNは，

rset」と付記して記録する。不正確な番号が表示されている場合は Eしい番号が判明すれば

これを記録し，不正確な番号は，エラーコードとして記録する（2.8. 1. 18, 2. 8. 1. 2任意規定

参照）。

4-123456-78-X (set) 

0027-9135 

2.6.6 シリーズ番号等およびシリーズの部編名

2. 6. 6. 1 （シリーズ番号等およびシリーズの部編名とするものの範囲） シリーズ番号等は，そ

の図書の，シリーズ内における番号等による順序づけ （巻次，回次，年次等を含む）である。

番号の前後に，それを修飾する語句がついているものもある。出版者シリーズのうち，シリー

ズ名に「文庫Jまたは 「新書jが含まれるもののシリーズ番号等は記録しない。シリーズの部

編名（「付録J等の従属タイトノレを含む）もシリーズ番号等と同様に扱う。

2. 6. 6. 2 （記録の方法） 所定の情報源に表示されているままに記録するが，数字はアラビア数

内

L。L
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字とし，大文字の使用法は当該言語の慣行に従う（2.1. 6. 2参照）。

2.6.6.2A 非適用

2.6. 7 下位シリーズの書誌的事項

2. 6. 7. 1 （下位シリーズ名とするものの範囲） 本シりーズ名の下位書誌レベルのシリーズ名。

本シリーズ名とともに表示されていなくてもよい。 下位シリーズ名は，本シリーズ名と密接に

関連していることも，関連していないこともある。

2.6.7.2 （記録の方法） 本シリーズに続けて，本シリーズと同様に記録する（2.6. 1. 2参照）。

2.6. 7.2別法非適用

2.6. 7.2A 下位シリーズの並列シリーズ名，シリーズ名関連情報，責任表示は，本シリーズに関

する事項と同様に記録する（2.6.2.2,2. 6. 3.2, 2.6.4. 2参照）。

2.6. 7.28 下位シリーズ内のシリーズ番号等および部編名の記録は2.. 6. 6. 2による。

2.9 各巻に関する事項

2.9.0 通則

セットもので，単行レベルに，総合タイ トノレがなく 2以上の著作のタイ トノレがあるものや固

有のタイトルとはみなせないものが含まれており，集合単位を分割して記録を作成するときに

(2. 0. 2. 2別法B参照）' 2以上の著作のタイトノレや固有のタイトノレとはみなせないものを各巻

タイ トルとみなし，関連する事項を各巻に関する事項として記録する。このとき，セットもの

の他の各冊の固有のタイトノレも，同様に各巻タイ トノレとみなす。

2. 9. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。

ア）各巻タイ ト／レ

イ）各巻並列タイトル

ウ）各巻タイ トル関連情報

エ）各巻巻次，回次，年次等および各巻部編名

オ）各巻に関係する責任表示

2. 9. 1 各巻タイトル

2. 9. 1. 1 （各巻タイ トルとするものの範囲） 所定の情報源に表示されている各巻の名称。目次

的な内容の列記等は各巻タイトノレとみなさない（2.1. 1. 1参照）。

2.9.1.1A 各巻タイ トルは，単行書誌レベルを記述対象とした場合に選定する本タイトルと一致

させる。

2. 9. 1. 2 （記録の方法） 2. 1. 1. 2による。

2. 9.2 各巻並列タイトル

2. 9. 2. 1 （各巻並列タイトルとするものの範囲） 各巻タイトノレの別言語および別の文字（また

はその一方）のタイトル （2.1. 3. 1参照）。

2.9.2.2 （記録の方法） 必要とみなした場合に記録する。記録の方法は2.1. 3. 2による。．

2. 9.3 各巻タイトル関連情報

2. 9. 3. 1 （各巻タイトル関連情報とするものの範囲） 各巻タイトル関連の情報（2.1. 4. 1参照）。

2.9.3. lA 各巻に関係する版表示は，各巻タイトル関連情報として記録する。

2.9.3.2 （記録の方法） 必要とみなした場合に記録する。記録の方法は2.1. 4. 2による。

2.9.5 各巻巻次．回次，年次等および各巻部編名

2.9.5. 1 （各巻巻次．回次．年次等および各巻部編名とするものの範囲） 各巻巻次，回次，年

次等は，各巻タイトノレに付された番号等による一定の順序づけ（2.1. 6. 1参照）である。各巻

部編名（「付録j 等の従属タイトノレを含む）も各巻巻次，回次，年次等と同様に扱う。
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2. 9. 5. 2 （記録の方法） 2. 1. 6. 2による。

2.9.4 各巻に関係する責任表示

2. 9. 4. 1 （各巻に関係する責任表示とするものの範囲） 各巻に関係する費任表示のすベて

(2. 1. 5. 1参照）。

2.9.4. 1A 各巻タイトルおよび各巻タイトノレ関連情報中に表示される1著者名等は，著作責任が強

いとみなせば，責任表示としても記録する。役割を示す語句は補記する。

2.9.4.2 （記録の方法） 2. 1. 5. 2による。責任表示が情報源にない場合，必要とみなせばこれを

補記する。

2. 7 注記に関する事項

2. 7.0 通員IJ

2. 7. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき注記とその記録順序は以下のとおりとする。

ア）下記の特定事項に属さない注記

イ）タイトノレに関する注記

ウ）責任表示に関する注記

エ）版および書誌的来歴に関する注記

オ）出版 ・頒布等に関する注記

カ）形態に関する注記

キ）内容に関する注記

2.7.0.2 （区切り記号法） この適用細則では規定しない。

2. 7. 1 注記

2. 7. 1. 1 （注記とするものの範囲） 適用

2. 7.2 記録の方法

2以上の注記があるときは，それらが関連する書誌的事項の記録順序（すなわち，タイ トノレ，

責任表示，版表示…ーの順）に従って，記録の順序を定める。ただし，誤記，誤植に関する注

記のよ うに，タイトル以下の特定事項に属さない注記はその内容にかかわらず，最初に記録す

る。特定の事項に関する複数の注記は，スペースに続けて記録する。

2. 7.2. 1 (2以上の特定事項に関する注記） 2以上の特定の事項に関する注記は，一括して記録

することができる。

タイ トル ・責任表示は簡体字表記

2. 7.3 注記の種類

2. 7. 3. 0 （下記の特定事項に属さない注記）

ア）誤記，誤植（2.0.6.6, 2.4. 3. 2C参照）

本タイトノレ，責任表示，出版年月の誤記，誤植は正しい形を記録し，誤った形とその情報源

を注記する。すべての情報源が誤植であるときは，情報源の注記を省略する。その他の書誌

的事項については，説明が必要な場合に注記する。

標題紙のタイトル（誤植）：循環共生社会システムと里地・里山の役割

責任表示（誤植）：森岡由紀子

出版年月（誤植） : 1936. 5 

イ）本文の言語

①本タイトノレおよびタイトル関連情報が日本語以外の言語の場合（2.1. 1. 1ウ）参照）

本文は日本語

②併記（2.1. 3. 1ア）参照）

4
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英語併記（本タイトルが日本語，本文が併記の場合）

日本語・英語併記（タイトノレが英語，本文が併記の場合）

③併載（論文集に英語論文が含まれている場合等）

英語併載

ウ）会期・会場（講演集，会議録，展観図録等の著作の成立に関わるもの）

会期・会場： 1995年4月 10日－25日ム奈良国立博物館

エ）その他記述一般に関する注記

①委託

経済産業省の委託による

特許庁委託

委託先：三菱総合研究所

②情報源に表示されている巻末付録等

付・湯之谷村の文化財

③その図書の成立に関する事柄（2.2. l. lBイ）参照）

特別編集

記念出版

限定版

私家版

2. 7. 3. 1 （タイトルに関する注記）

ア） 情報源によってタイトノレの表示が異なるときは，記録しなかった他のタイトルおよび情報

源を注記する。ただし，他のタイトルが2種類以上ある場合は，それらのタイ トノレおよび情

報源は注記せず，本タイトノレの情報源のみを注記する。タイトルの違いが微細なときは注記

しない。異なるタイトノレが並列タイトノレ， タイ トノレ関連情報，シリーズ名，各巻タイ トノレの

場合は注記しない（2.1. 1. 1E参照）。

奥付のタイ トル ：旗本木下家ノ、ンド‘ブ‘ック

標題紙のタイトノレ ：プログレッシプ独和辞典

タイトノレは奥付による

所定の情報源以外からタイトノレを記録したときは，その情報源を注記する（2.1. 1. 28参照）。

タイトノレは外箱による

イ）セットもの等の集合単位を分割して記録を作成するとき，タイトノレが途中で変更した場合

は，変更前のタイトルを注記する。

平成15年版のタイ トノレ ：知って得する個人事業者確定申告

ウ）表示のとおり転記することが不可能な文字，記号等がタイトノレに使用されている場合は，

注記する （2.0. 6. 3, 2. 0. 6. 5参照）。

タイトルは簡体字表記

タイトノレはハング、ル表記

エ）翻訳書の原タイトル。大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。最後にピリオドを付す。

巻次 ・版表示等がある場合は付記する。中国語，ハングル，アラビア語等の場合は記録しな

い（2.1. 3. 1イ）参照）。

原タイトル：口TheムEuropeanムeconomyム1914-2000. (4thムed.)

サブタイトルは原則として記録しない。必要とみなせば，タイトノレの後にコロンに続けて

記録する。

F
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原タイトノレ ：口Diana.: her L'inewムlife. 

重訳の場合は原タイトノレを繰り返す。

原タイトノレ ：口L’arsenalde la democralie幡 （重訳）ムAnarsenal for democracy. 

別タイトノレの初語は大文字とする。接続詞の前後にカンマを付す。

原タイトノレ：口Victor,ou, Lesムenfantsムauムpouvoir.

原タイトノレ ：口Sherloci屯ムHolmesムVS.ムDracula, or, Theムadventureムof6the6

sanguinaryムcount.

オ）別冊である続編，補遺，索引のタイトルと正編または本編のタイトノレが異なるときは，正

編または本編のタイトノレを注記する（2.1. 1. 18参照）。

「樟黄抄J（平成5年刊）の続

カ）巻次等および部編名によりサブタイトルが異なるときは，そのサブタイトルを注記する

(2. 1. 4. 2, 2. l. 6. 3参照）。

サブタイトル：生涯にわたり個人の自立を支援する厚生労働行政

「3Jのサブタイトノレ：多様化する種類 ・特性・加工性と用途拡大の実態

キ）遺跡発掘調査報告書のタイトノレの上部または前方に表示されている地名（2.L 1. 10イ）参

照）。

石川県白峰村所在 （本タイトノレ ：桑島館跡）

ク）加除式資料の本タイ トルに変化が生じた場合，変化前のタイトルを注記する（2.1. 1. lF, 

13. 7. 3. 1カ）参照）。

平成 13年までのタイトノレ ：破産・和議の実務

2. 7.3.2 （責任表示に関する注記）

ア）情報源によって異なる責任表示。記録しなかった責任表示とその情報源を必要とみなせば

注記する（2.1. 5. 2A参照）。

イ）責任表示に記録しなかった著者や間接的な著作関与者を必要とみなせば注記する（2.l. 5. 1 

参照）。複数のときは，役割ごとに最初の一つを選択して記録し，他は「ほかJとして省略する。

主催：内閣府ほか

執筆：平田勇人ほか （分担執筆者）

ウ）表示のとおり転記することが不可能な文字，記号等が責任表示に使用されている場合は，

注記する（2.0.6.3, 2.0.6.5参照）。

責任表示は簡体字表記

責任表示はハング‘ル表記

エ）加除式資料の責任表示に変化が生じた場合，変化前の責任表示を注記する。ただし，内部

組織名の変更等，重要な変化とみなさない場合には注記を省略する（2.1. 5. lF, 13. 7. 3. lA 

エ）参照）。

2000年までの編者：文部省

2.7.3.3 （版および書誌的来歴に関する注記）

記述対象とする図書と他の版または他の図書との関係について，以下の事項を注記する。

ア）版および書誌的来歴

①改題 ・改訂等

r13番目の証人」（日本文華社昭和51年刊）の改題

「子宮内膜症J(2001年刊）の改訂版

「国文学第 39巻 12号Jと同内容
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「国文学第 39巻 12号J改装版

②版表示・刷次の変化にkもない出版者が変化した場合（2.4. 2. lC任意規定，2.4. 3. 1参照）。

初版の出版者：金子書店

イ）複製本

複製された原本を特定するために必要な書誌的事項を注記する。（2.1. 0. 3, 2. 4. 0. 3参照）。

書誌的事項が不明のときは，複製である旨のみ注記する。

新詩社明治33-41年刊の複製

長崎書店昭和 16年刊の複製に増補したもの

「薬祖神のゆかりJ（薬祖敬神会昭和 58年刊）の複製を含む

東北大学付属図書館蔵の複製（注：個人蔵の場合は複製である旨のみ記録する）

複製

複製および翻刻

原本：内外出版印刷出版部昭和 18年干lj（注：複製または復刻であることを示す版表示が

あるとき）

「宗教大鑑」（読売新聞社昭和 7年干iJ)の復刻版（注 ：情報源に複製または復刻であるこ

とを示す版表示があるが，改題しているとき。版表示としては記録しなし、）

ウ）オンデ、マンド出版物（2.1. 0. 3, 2. 2. 1. 18ウ）, 2. 4. 0. 3参照）

オンデマンド版

POD版

1980年刊（第2刷）を原本としてオンデマンド出版したもの

1993年刊（3訂増補版2刷）を原本としたオンデ．マンド版

1986年刊を改訂してオンデマンド出版したもの

「近世漢方医学書集成 9J 1985年干lj （第2刷）の抜粋を原本としたオンデ、マンド版

エ）加除式資料の版表示に変化が生じた場合，変化前の版表示を注記する（2.2. 1. 2A, 13. 7. 3. 2A 

イ）参照）。

2. 7.3.4 （出版・頒布等に関する注記〉

ア）記録しなかった出版者を注記する。複数表示されているときは，最初の一つを選択して記

録し，他は「ほかJとして省略する（2.4.2.IC任意規定参照）。

共同刊行 ：講談社インターナショナル

発行所 ：新風書房（情報源の表示発行者 一心寺 発行所新風書房）

イ）情報源により出版者の表示形が異なる場合，記録しなかった表示形を注記する。ただし，

省略形による差異等は記録しない（2.4. 2. IC任意規定参照）。

標題紙・背の出版者表示 ：Spike

ウ）セットもの等の集合単位を分割して記録を作成するときに，出版者に変化が生じた場合は，

変化前の出版者を注記する（2.4. 2. IC任意規定参照）。

第 1巻の出版者：中央アート出版社

1990年版までの出版者：日本リサーチデータパンク

エ）加除式資料の出版地 ・出版者に変化が生じた場合，変化前の出版地・出版者を注記する。

ただし，出版者の内部組織名の変更等，重要な変化とみなさない場合には注記を省略する

(2. 4. 1. IF, 2. 4. 2. lF, 13. 7. 3. 4参照）。

2. 7.3.5 （形態に関する注記）

ア）特殊なページ付

ワ
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左右同一ページ付

左右反転ページ付

片面印刷（偶数ページが空白）

イ）肖像，はり込図等

肖像あり

おもに図

折り込5枚（形態に関する事項の図版数として記録しない場合）

はり込図 13枚

はり込写真30枚

裂地見本127枚貼付

ウ）印刷，複写の種類

謄写版（手書きの場合）

電子複写

青写真

エ）特殊な形態

変型本

バナナ型本

オ）装丁

ノレーズリーフ（加除式は省略する）

和装

革装

全回答誌通信

ハードカバー（同一内容のものが装丁を変えて出版された場合の識別のため）

折本

折本仕立（図書の形態で，本文の部分が折りたたまれてドるもの）

カ）容器（必要とみなした場合）

帳入

箱入

外箱入

ホノレダ一入

2. 7.3.6 （シリーズに関する注記） 非適用

2. 7. 3. 7 （肉容に関する注記）

ア）内容細目 順序付け，タイトル，巻次等，責任表示，注記を記録する。タイ’トノレの記録の

方法は 2.1. 1. 2による。サブタイトノレは，必要とみなせば記録する。記録の方法は 2.1. 4. 2 

による。責任表示の記録の方法は2.1. 5. 2によるが，同一の役割を果たしている個人・団体

が複数表示されているときは，3までのときはそのまま記録するA以上のときは，主なもの，

または最初の名称一つを記録し，他は「ほかj として省略する。

イ）その図書に文献，著作目録，年譜，年表が含まれているときは注記する。

文献あり

著作目録あり

年表あり

ウ）その図書について解題する必要があるときは注記する。

2. 8 ISBN. ISSN，入手条件に関する事項

-28ー



全国舎誌通信 122号（2005.11)

2.8.0 通則

2. 8. 0. 1 （書誌的事項） 記録すべき書誌的事項と，その記録順序は次のとおりとする。

ア） ISBN 

イ） ISSN 

ワ）入手条件 ・定価

2.8.0.2 （区切り記号） この適用細則では規定しない。

2.8. 1 ISBN. ISSN 

2. 8. 1. 1 ( ISBN. ISSNとするものの範囲） IS聞は，日本図書コードのうち ISBNの文字を冠し

た部分およびその他の国で付与された IS問。 ISSNは， ISSNネットワークが付与する ISSN（年

刊等の場合。 2.0. 2. 2別法B参照）。

2.8.1.1A その図書に 2以上の国別記号を持つ ISBNが表示されているときは，日本の国別記号

(4）をもっ ISBNを記録する。

2.8. 1. 1A任意規定 日本の国別記号をもっ ISBNが表示されていないときは，表示されている

IS酬を記録する。

2. 8. 1. 18 その図書がセットものに属するときは，単行書の ISBNを記録し，次にセットもの全

体に付与された ISBNを「setJ と付記して記録する。

単行書の集合を記述の対象とするとき，各巻の ISBNには，必要に応じて巻次等および部編名

を付記する。

2. 8. 1. 2 （記録の方法〉 ISBNは，ハイフンで区切った形で記録する。 ISSNは， 8桁の数字を 4

桁ずつハイフンで区切った形で記録する。

4-8204-8206-8 

0027-9135 

2. 8. 1. 2任意規定 不正確な番号が図書に表示されていても，正しい番号が判明すればこれを記

録し，不正確な番号は，エラーコードとして記録する。

2.8.3 入手条件・定価

2. 8. 3. 1 （記録するものの範囲） 情報源に表示されている定価（本体価格）およびその図書の

入手可能性を示す語句もしくは数字による表現。本体価格がなく税込価格が表示されていると

きは，税込価格を記録する。発行されてから 5年以上たつ図書の価格は，原則として記録しな

い。セット価格は，単行書の集合を記述の対象とする場合に記録する。

2.8.3. 1A 加除式資料の価格は記録しない。

2.8.3.2 （記録の方法〕

2.8.3.2A 価格の数字に「円j を付加して記録する。単行書の集合を記述の対象とする場合，セ

ット価格は「全000円J，各巻価格が表示されている場合は「各000円J（同一価格の場合），

または「00円；××円J（巻により価格が異なる場合）と記録する。集合単位を分割し物理単

位を記述の対象とする場合で，セット価格のみの表示しかないときは，価格を記録しない。

2.8.3.28 適用

2.8.3.2G 非売品はその旨を記録し，無償については記録しない。非売品の表示と価格の双方が

ある ときは，「非売品j と記録する。

（書誌調整課データ標準係）
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逐次刊行資料の書誌データにおけるアクセスポイントの拡充

および著者名典拠レコードとのリンクについて

当館では全国書誌サービス推進の一環として、作成・提供する書誌データの品質改善を行ってい

る。逐次刊行資料の書誌データにおいても、平成16年度よりアクセスポイントの拡充や著者名典

拠レコードとのリンクを順次すすめている ところである。以下に現在までの変更点を列記する。

1. タイトルおよびタイトル標目について

タイトノレ関連情報や並列タイ トノレ中の語句に変更があった場合は， 「並列タイトルの変更

あり」 「タイ トノレ関連情報の変更ありJと注記する。必要に応じて，最新号で表示されてい

ない並列タイトル，タイ トル関連情報を（中略）注記する。｛注I)

変更後 ：注記したタイ トノレはタイ トノレ標目としているが、 「必要に応じてJの範囲を拡大し、タ

イトノレ標目に採用する数を増やした。 （平成17年1月から）

［例］ 本タイトノレ ：i-Bo 
V. 1のタイトノレ関連情報 ：museumjournal of boninology 
v. 2以降のタイトノレ関連情報 ：journalof boninology 

従前 変更後

タイトノレ関連情報の記述 journal of boninology journal of boninology 

タイトノレ関連情報の変 タイトノレ関連情報変遷：museum
注記の記述

更あり journal of boninology (v. 1) 

journal of boninology 
journal of looninology 

タイ トノレ標目 museu皿 journalof boninology 

2.著者、編者、出版者および著者標目について

(1）記録する団体名の数について

一つの責任表示に記録する団体名の数が3までのときはそのまま記録し，4以上のときは，

主なものもしくは最初の名称一つを記録し，他は［ほか］と補記して省略する。（注2)

変更後 ：適用細貝ljを改訂して表示のままにすべてを記録し、そのすべてを著者標目とすることと
した。（注3) （平成17年3月から）
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(2）団体名に変化があった場合の注記について

責任表示中の語句に変化があったときは，著作の種類を示す語（編等）ごとに， 「編者の変

更あり」 「監修者の変更あり」のように注記する。必要に応じて，最新号で表示されていな
い編者等を（中略）注記する。（出）

変更後 ：注記した責任表示は著者標目としているが、 「必要に応じてJの範囲を拡大し、著者標

目に採用する数を増やした。 （平成16年12月から）

【例］ 本タイトル ：安全の指標

平成12年度までの編者：労働省労働基準局
平成16年度までの編者 ：厚生労働省労働基準局
平成17年度以降の編者 ：中央労働災害防止協会

従前 変更後
責任表示（編者）の記述 中央労働災害防止協会 中央労働災害防止協会

編者変遷：労働省労働基準局 （－平
注記の記述 編者の変更あり 成12年度）→厚生労働省労働基準

局（平成13年度・平成16年度）

中央労働災害防止協会
著者標目 中央労働災害防止協会 厚生労働省労働基準局

労働省労働基準局

(3）出版者によみを付与する。 （平成16年11月から）

(4）著者名典拠レコードとのリンクを行う。 （平成17年3月から）

逐次刊行資料の著者標目は、従来は典拠ファイノレによる管理を行っていなかったが、平成17年

3月から和図書と同じ典拠ファイルを使用し、著者標固と典拠レコードとのリンクを開始した。

以上により逐次刊行資料の書誌データの内容が充実し、 NDL-OPACにおいては一般資料検索

の各項目において、次のような検索性の向上が期待される。

・「タイトルJ…最新号で表示されていない並列タイトノレ・タイトノレ関連情報等でも検索が可能。

「著者・編者j …最新号で表示されていない著者・編者でも検索が可能。著者名典拠レコード
とのリンクにより、従来よりも網羅的な検索が可能。

「出版者」…出版者のよみでも検索が可能。

（逐次刊行物課整理係）

（注 1) 『日本目録規則 1987年版改訂2版』第 13寧適用細則 13.7.3.lエ）． 『会図書誌通信』 No.117(2004.3.15) 
（注2）同 13.1.5.lC
（注3) 改訂後の条文は本号p.32を参照．

（注4) f臼本目録規員lj1987年版改訂2版』第 13章適用細jllj 13.7.3.lAイ）
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国立国会図書館「日本目録規則 1987年版改訂2版』

第 13章適用細則の改訂について

国立国会図書館 「日本目録規則 1987年版改訂 2版j 第 13章適用細則（『全国書誌通信J
No.117: 2004.3.15）を次のように改訂し、平成 17年 3月から適用している。

＜改訂前＞

13. 1. 5. 1C 一つの責任表示に記録する団体名の数が3までのときはそのまま記録し， 4以上のと

きは，主なものもしくは最初の名称一つを記録し，他は［ほか］（外国語形は 「etal.J）と補記

して省略する。

＜改訂後＞

13. 1. 5. 1 c 一つの責任表示における団体名は，表示のままにすべて記録する。

（書誌調整課データ標準係）

間合わせ先

国立国会図書館

書誌部書誌調整謀総括係

（ホームページア ドレス http ://WWW. ndl. go. jp) 

電話 03(3581) 2331 内線（25111)
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